
－1－ 

情報通信審議会 電気通信事業部会（第８３回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

   平成19年11月28日（水）10時00分～10時45分 

 於、総務省第１特別会議室 

 

第２ 出席委員（敬称略） 

   酒井 善則（部会長代理）、高橋 伸子、東海 幹夫、長田 三紀、安田 雄典 

（以上５名） 

 

第３ 出席関係職員 

(1)  総合通信基盤局 

武内 信博（電気通信事業部長）、谷脇 康彦（事業政策課長）、高地 圭輔（事業政策課

企画官）、古市 裕久（料金サービス課長）、二宮 清治（料金サービス課企画官） 

 

(2)   事務局 

渡邊 秀行（情報通信政策局総務課課長補佐） 

 

第４ 議題 

諮問事項 

（１）答申事項 

電気通信事業法第１０９条第１項の規定による交付金の額及び交付方法の認可並びに同

法第１１０条第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可（ユニバーサルサービス

制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに負担金の額及び徴収方法の認可）につ

いて【平成１９年１０月１６日付け 諮問第１１９４号】 

 

（２）諮問事項 

 接続料規制等の一部改正について【諮問第１１９６号】 
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開  会 

 

○酒井部会長代理  おはようございます。時間となりましたので、ただいまから第８３

回情報通信審議会電気通信事業部会を開催いたします。 

 本日は、根岸部会長が欠席ですので、私が議事を進めさせていただきます。 

 本日は、委員７名中５名が出席されております。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めていきたいと思います。本日

の議題は、答申事項１件、諮問事項１件でございます。 

 

議  題 

 

答申事項 

 電気通信事業法第１０９条第１項の規定による交付金の額及び交付方法の認可並びに

同法第１１０条第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可（ユニバーサルサー

ビス制度に基づく交付金の額及び交付方法の認可並びに負担金の額及び徴収方法の認

可）について 

【平成１９年１０月１６日付け 諮問第１１９４号】 

 

○酒井部会長代理  初に答申事項より審議を行います。 

 これは、諮問第１１９４号、電気通信事業法第１０９条第１項の規定による交付金の

額及び交付方法の認可並びに同法第１１０条第２項の規定による負担額の額及び徴収方

法の認可、要するにユニバーサルサービス基金に基づく交付金の額及び交付方法の認可

並びに負担金の額及び徴収方法の認可について審議いたします。 

 これにつきましては、今年の１０月１６日開催のこの部会におきまして、総務大臣か

ら諮問されまして、１１月１５日まで意見募集を行いました。本日は提出された意見を

総務省において取りまとめていただきましたので、報告していただいて審議したいと思

います。 

 それでは、報告をお願いいたします。 

○二宮料金サービス課企画官  それでは、お手元の資料８３－１に基づきまして、ご説

明申し上げたいと思います。 
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 本件諮問につきましては、本年９月２０日の情報通信答申ユニバーサルサービスに係

る交付金等算定規則の改正に基づきまして、補てん対象額の算定方式を見直しをしてご

ざいます。それを踏まえての申請ということでございまして、来年１月から６月までの

適用となります、１番号当たりの合算番号単価が６円になるというものでございます。 

 それでは資料に基づきまして、これに関しますパブリックコメントの意見を取りまと

めてございますので、ご説明申し上げます。 

 資料をおめくりいただきまして、３ページをお開きいただければと思います。今回パ

ブリックコメントにおきましては大きく２つの項目について意見が出ております。１点

目が今回の算定方法の見直しについて、もう１つが、次のページでございますが、平成

２０年に予定している制度の見直しについて、大きく２つでございまして、都合４件意

見が出ております。 

 それでは、意見１でございます。ＫＤＤＩさんからの意見でございます。交付金算定

方法が見直され、負担金額等が抑制されることは望ましいというご意見でございます。

これにつきましては賛同する意見として承ります。 

 意見の２でございます。ＮＴＴ東西は、ユニバーサルサービス全体の収支改善のため

の努力を継続的に行い、その結果を具体的に示していくことが必要であるというご意見

でございます。ソフトバンクさんからのご意見でございます。これにつきましては、ユ

ニバーサルサービス制度はＮＴＴ東西の基礎的電気通信役務収支が赤字であることが前

提となるため、ＮＴＴ東西が同制度の交付金を受けるに際しては一層の経営効率化を行

い、赤字の縮小に努めることが求められる。したがいまして、ＮＴＴ東西においては、

引き続き、ユニバーサルサービスに係る経営効率化に努めていくことが適当であると。

なお、平成１８年１１月２１日の情報通信審議会答申において、ＮＴＴ東西の経営効率

化の実施状況等について当審議会への報告を求めているほか、ＮＴＴ東西に対し基礎的

電気通信役務の収支状況等の情報につきまして、一層の開示促進及び利用者への情報提

供の徹底を求めているところでございますので、こうした取組が引き続き行われること

が適当と考えるというふうに整理をしてございます。 

 １ページおめくりいただきますと、平成２０年に予定している制度の見直しについて

のご意見でございます。 

 意見の３番、ＫＤＤＩさんからでございます。ＮＴＴ東西が真に外部補てんが必要か

議論を尽くすことが必要である。また、ＮＴＴ東西がＩＰ網への移行計画を明らかにし、
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議論を行うことが必要である。なお、制度の見直しに当たっては、制度の予見性・透明

性を高めるよう配慮することが必要というご意見でございます。これについての考え方

でございますが、総務省において現在ユニバーサルサービス制度の将来像について検討

が行われているが、平成２０年４月を目途に当審議会に諮問するということとしている

ユニバーサルサービス制度の見直しに当たっては、こうした検討のほか関連する制度と

の整合性も踏まえつつ、幅広い観点から検討が行われる必要がある。なお、市場環境の

変化の著しい電気通信事業分野において、適時適切に制度の見直しを行っていく必要が

あるが、その際、制度の予見性・透明性を高めるよう配慮することが適当と考えられる

というふうにまとめてございます。 

 後の意見、意見の４でございます。ソフトバンクさんからのご意見ですが、ＮＴＴ

東西への補てんの必要性を改めて検証することが必要である。また公衆電話のあり方を

根本的な部分から検討すべきというご意見でございます。考え方でございますが、総務

省において現在ユニバーサルサービス制度の将来像について検討が行われているが、平

成２０年４月を目途に当審議会に諮問することとしているユニバーサルサービス制度の

見直しに当たっては、こうした検討のほか関連する制度との整合性を踏まえつつ、幅広

い観点から検討が行われる必要があると。なお、公衆電話につきましては、現時点では

他の手段によっては代替できない役割を担っているものと考えるが、そのあり方につい

ては戸外における通信手段の多様化及び代替性が十分に見込まれる時期を見きわめなが

ら検討することが適当と考えるというふうにまとめさせていただいております。 

 ページをお戻りをいただきまして、答申書でございますが、１ページ目でございます。

「答申書、平成１９年１０月１６日付け諮問第１１９４号をもって諮問された事案につ

いて、審議の結果、下記のとおり答申する」ということでございまして、本件電気通信

事業法１０９条第１項の規定による交付金の額及び交付方法の認可並びに同法第１１０

条第２項の規定による負担金の額及び徴収方法の認可については、諮問のとおり認可す

ることが適当と考えられるとしております。なお、提出された意見及びそれに対する当

審議会の考え方は、今ご説明申し上げました別添のとおりということでございます。 

 以上が、本件の答申書に関する説明でございますけれども、これの補足の説明といた

しまして、先月諮問させていただいた際の議論の中でご指摘をいただいたものについて

の補足説明を申し上げたいと思います。 

 先生方、お手元の青いファイルの黄色のシールのついているファイル、「負担金の額
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及び徴収方法認可申請添付資料」、こちらをごらんいただければと思いますけれども、

そちらの資料の６でございます。前回ご指摘をいただいておりますけれども、電気通信

事業者協会の収支予算書について、予算と決算についての相違について説明をするべき

だというご指摘を受けておりますので、この場をおかりいたしまして、収支計算書につ

いてご説明申し上げたいと思います。各項目について詳細にというわけにもいきません

ので、この場におきましては、予算と決算の差額が１０万円を超えるもの、これについ

てピックアップをしてご説明をさせていただければと思います。 

 まず、事業活動、支出でございますけれども、事業費支出のうち給料手当の支出がご

ざいます。これは決算額が２７６万８,４８４円少のうございます。この理由といたし

ますと、ＴＣＡの中の支援業務室の立ち上げが平成１８年６月ということでございまし

て、当初見積もりの４月からの設置が６月になっておりますので、人件費の支出減が発

生をいたしております。また、作業の繁忙度合によりまして対応可能とするようなアル

バイトの予算につきましても、１３０万円ほど残余がございますので、これらを合わせ

まして２７０万円相当の金額が決算額として少なくなっているということでございます。

その下の福利厚生費支出でございますけれども、今申し上げた給料手当支出のベースが

減少しておりますので、減少しているところでございます。その下、会議費支出でござ

いますけれども、これは昨年１月２８日に事業者説明会を開催いたしておりますけれど

も、こちらの参加者が１００名を超える規模になっておりますので、会場を新たに借り

る必要が生じたということで、会場費の支出が増加しているというものでございます。 

 通信、運搬費の支出につきましては、電話料金、郵便料金、宅配料金等でございます。

その下、備品費支出でございますが、これは決算額のほうが１４０万円ほど超えてござ

います。この理由といたしますと、支援業務にかかわるコンピューター、こちらを６台

ほど購入いたしております。また、スチール製の書庫、これも購入しております。また

ＬＡＮ環境の整備のための費用も計上しております。以上の結果、１４０万円ほどの決

算額が増加をしているというものでございます。 

 それから、その下、消耗品費の支出でございますけれども、こちらにつきましてはコ

ピーの使用料、これは資料が大部でございますのでかさんでおります。その影響が大き

ゅうございます。 

 それから、その下でございますけれども、諸謝金支出につきましては、確認監査、申

請書の提出前の確認監査等々、監査が行われております。この費用が見積もり以上に発
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生しているということでございます。それから、支払利息の支出でございますけれども、

こちらは決算額のほうが少のうございます。これは平成１８年９月以降の借り入れとい

うことになっておりますので、借入期間が当初予測よりも短いということで支出減が発

生しております。 

 それから、その下の周知広報費支出でございますけれども、こちらについては８００

万円ほど決算額が少のうございます。これにつきましては、コールセンターの契約、並

びに新聞広告の契約、いずれも予算の額よりも減っているということでございます。そ

の下、雑支出につきましては印鑑証明書等の費用でございまして、１７万円ほど決算が

少ないということでございます。 

 それから、１ページおめくりをいただきますと、投資活動収支の部、投資活動支出、

固定資産取得支出のもとで什器備品取得支出。これは当初予算を組んでおりませでした

けれども、決算で３１８万円ほど計上されてございます。これは負担金・交付金事務管

理システムというものを構築をしておりまして、それのソフトウエアの開発費用が発生

しているものでございます。このシステムと申しますのは、月ごと、ＮＴＴ東西ごとの

各社の負担金の計算とか、請求とか、こういったものを人の手によらずシステムにて計

算をした上で、それを踏まえた請求書の発行、また各事業者の口座とＮＴＴ東西ＴＣＡ

の口座の間の資金の移動、こういったものをシステマティックに行って、セキュリティ

ーを確保するものというものでございまして、これによって人的なミスも 小限に抑え

られるという効果があるということで、予算には計上しておりませんでしたけれども構

築をしたというものでございます。 

 以上、１０万円以上の額ということでご説明をいたしました。 

 続きまして、資料の補足資料をおあけいただければと思います。こちらも簡単にご説

明を申し上げますが、補足説明資料１ページ目、こちらの資料は、これも前回議論の中

でご指摘をいただきましたが、左から２番目、３番目の枠でございまして、平成１９年

度予算額、平成１８年度決算額と記載してございますけれども、これは前回のご説明の

ときには平成１８年度予算額との比較で資料をつくっておりました。ご指摘を踏まえて

これを修正した上で、パブリックコメントの際に添付をしたものでございます。 

 それから、その次のページ、支援業務に係る入札の状況について簡単にまとめてござ

います。ＴＣＡにおきまして、本年４月１日、実施基準を制定をし、公表いたしており

ます。調達予定価格は１００万円を超えるものを対象とし、ホームページや事務室に掲



－7－ 

示をし、入札広告を行う。原則１カ月間公示をすると。さらに入札応募資格も定めた上

で、調達予定価格は事前に公表いたしまして、入札価格の一番安い業者を落札業者とす

る等の規定を制定し、発表したものでございます。これを適用いたしまして、平成１９

年度、２件入札が行われておりまして、下のとおりでございますが、いずれも応募業者

がございまして、落札をいたしております。予定価格よりも低い価格で落札をしている

ところでございます。 

 続きまして、その次のページでございますが、ユニバーサルサービス制度に関する主

な周知広報の状況でございます。私どもといたしまして、ユニバーサルサービス制度の

周知広報を積極的に行っておりまして、説明会の開催、並びにパンフレットの作成・配

布、新聞広告へも掲載を考えております。その他各種広報誌やポータルサイトの充実、

こういったことをやらせていただいております。 

 その次のページでございますけれども、平成１９年度のユニバーサルサービスの地方

の説明会ということで、総務省のほうで１１地域におきまして総合通信局ごとに説明会

を開催をいたしております。これにつきましては、各総合通信局の局長の定例会見等で

もメンションした上で報道発表しているというものでございます。 

 以上、説明でございました。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問・ご意見等ございませんでしょうか。 

 どうぞ。 

○東海委員  このユニバーサルサービスの問題については、もう既に制度の構築に関わ

って、いろいろとこの事業部会でも、あるいはその他の委員会でも審議が尽くされてき

たので、本日の計算・算定の問題については特に何か問題があるというようなことでは

ございませんけれども、ご意見にありますように、また、我々の事業部会でももう既に

ＮＧＮなどについての議論が始まっているということを考えますと、ＰＳＴＮからＮＧ

Ｎへのマイグレーションといった問題にもかかわって、新たなユニバーサルサービス像

というものを、もう少し深掘りしていかなければならないというような事態を痛感をし

つつあるわけでございます。 

 そういう意味では、ユニバーサルサービス制度の見直しに関する将来像の検討会があ

って、その報告書がほぼもうまとまりかけておられるという話は伺っておりますけれど

も、その段階をもっと少し深く、先を斟酌して議論をしなければならない時期に、さら
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に入ってきたのかなという気もしないではないわけで、そういう意味では事業者の方の

おっしゃるように、今後の制度については思い切った形でこの問題に対処するという必

要性があるのではないかなというのが１つの意見でございます。 

 それから、その中で公衆電話についてもご意見が出ております。これは前から私も発

言もしてまいりましたように、公衆電話のあり方については相当もう社会の対応それ自

体も変わってきたので、早急にこれもいろいろデータを収集して、分析して、何らかの

方向づけに関して議論を深めていかなければならないのではないかなという気がしてい

るところでございます。 

 全般的にこのユニバーサルサービスの問題というのが、本日のことにはかかわりを持

ちませんけれども、直接的な問題ではありませんけれども、先に向かってさらに新しい

展開をしていくべきかということを申し上げたいと思っております。 

 それから少し細かいことを、補足でご説明いただいたことでしたけれども、この支援

機関の収支、１つつまらないことを申し上げますけれども、収支計算書等報告書を書か

れるときは、まず期間を必ず記入しなければならないというのは会計の常識でして、何

月何日から何月何日ということが書かれていないのが少し見づらかったということがご

ざいますけれども、そういうことはこれから改善していただくといたしまして、これ、

支援機関の収支というのは大きな元々のどこか、たしか協会か何か法人か何かがあって、

この支援機関としての何か会計の切り出しをしていると、こういう理解でしたでしょう

か。 

○二宮料金サービス課企画官  はい。そのとおりでございまして、基礎的電気通信役務

支援機関業務特別会計というものを設けた上で会計をいたしてございます。 

○東海委員  わかりました。そうすると、それは大もとのほうは社団法人か何かでした

でしょうか。 

○二宮料金サービス課企画官  はい。社団法人でございます。 

○東海委員  社団法人に対する会計基準に基づいて会計がなされているという理解でよ

ろしいでしょうか。 

○二宮料金サービス課企画官  はい。そういう理解で結構です。 

○東海委員  そのとき、支援機関の部分だけ切り出すということになりますと、場合に

よってはその社団法人の全体のコストの中から支援機関に切り出すという、その費用が

あるかもしれないと、それは今ご説明がなかったように思いますけれども、そのような
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ものがあるというふうにも考えてよろしいでしょうか。 

○二宮料金サービス課企画官  おっしゃるとおりです。 

○東海委員  その点については、もしあるとすれば、細かい話になるかもしれませんけ

れども、やはりどういった基準で配賦がなされるかということについてもチェックがさ

れるべきかなというふうに思っておりますけれども、その点は現在では特にそのような

体制は整えておられないと理解してよろしいでしょうか。 

○二宮料金サービス課企画官  ご指摘の費用につきましては、例えば人件費におきまし

て、専担の職員でない共通部門の職員の費用、これについてはその業務の負荷に応じま

して適正な配賦基準を設けて配賦をしているというふうに考えております。 

○東海委員  それは優等生のお答えなんですが、適正な配賦基準というのが一つあるわ

けではありませんで、非常に難しい問題ですから、まさに細かい話ですけれども、それ

は何か納得できる形のものが提示され、これは内部的な問題であれば委員限りでも結構

でございますけれども、それを開示される必要があるなという気はいたしております。

それは今回のことの補足説明でございますので、今後の何か展開の中でルール化をして

いくということをお考えいただければ結構だと思っております。 

 以上でございます。 

○酒井部会長代理  ありがとうございました。 

 何か補足はありますか。よろしいですか。 

○二宮料金サービス課企画官  今ご指摘いただいた件でございますけれども、今後、そ

ういった適正な配賦について私どもとしてチェックをしてまいりたいというふうに思っ

ております。 

 その関連で、今申し上げた人件費についてでございますけれども、給与の担当業務量

に応じた配賦を行っておりまして、具体的に簡単にこの場で申し上げますと、専務理事

につきましては５％、総務部長につきましては１５％、広報担当課長につきましては１

５％、総務経理担当職員については２５％、こういった担当業務量に応じた配賦を行っ

ておりまして、これは私どもとしては適正な配賦だろうと思っております。そのほか、

事務室の借料、光熱・水道、その他公認会計士等の費用等ございまして、これについて

も同様の配賦が行われてございます。引き続きこういったことも含めて適正な会計をチ

ェックしてまいりたいというふうに考えております。 

○酒井部会長代理  今の点は全然私は素人なんですけれども、例えばここのところで給
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料手当支出というのが事業費と管理費に両方入っていますけれども、要するに１人の方

がやった業務のうち何％がこちらで何％がこちらでということで、管理業務、事業業務

というふうに分けていると考えればよろしいわけですね。 

○二宮料金サービス課企画官  その点につきましては、管理部門の給与が管理費支出、

すなわち専担でない方々の費用が管理部門の費用になるということでございます。専担

の方々が事業の活動支出になります。 

○酒井部会長代理  わかりました。それからもう１つ、ユニバーサルサービスの将来像

については、正式にこの審議会で議論が始まるのは来年４月からということで思えばよ

ろしいのでしょうか。 

○二宮料金サービス課企画官  はい。４月を目途にやらせていただきたいと思います。 

○酒井部会長代理  ほか、いかがでしょうか。どうぞ。 

○長田委員  毎回同じことを言うようで大変恐縮ですが、やはり広報に関しましてはも

う少し何か。もし来年の４月くらいからここで議論が始まるのだとすると、もう少しユ

ニバーサルサービス制度に対する国民の認知度を高めて議論に参加していただけるよう

な土壌をつくっておかないと、将来というか、通信の世界がどういうふうに変わってい

くのかという認識もまだ持てない状況の中で、どういう制度が自分たちの将来にふさわ

しいかという選択をなかなか国民ができないのではないかと思いますので、まず１つの

条件として、この広報に、もう少しきちんと伝わる広報に具体的な努力を重ねていただ

きたいと思います。 

 今回の広報を見ていましても、説明会とチラシを都道府県を通して配布した、あとは

新聞広告とか何とかというような形で、一応やりましたというだけで、それがどのくら

い伝わっているのかというところの評価をきちんとしながら、次年度の広報には生かし

ていただくというふうにしていただかないと、幾ら何か説明会をやっても、一部の人に

しかそこは伝わらないということになってしまってはいけないなというふうに思います。 

○酒井部会長代理  何かございますか。よろしいですか。はい。 

○高橋委員  私も広報につきましては、もう少し工夫をしていただくことが必要だと思

います。ホームページも拝見しているんですけれども、とにかく支援機構そのものが認

知度が低いわけですから、ここをいかにお金をかけて充実しても、なかなかアクセスさ

れないと思います。これを見ますと、かなり電話でのアクセスがあるということなんで

すけれども、まず支援機構を知っていただき、ホームページをごらんいただいて、制度
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をきちんとわかってもらうための努力というのはもっと必要ではないかというふうに思

います。以前も申し上げたと思いますけれども、地方展開もいいんですけれども、地方

新聞へのブリーフィングとか、やはりお金をかける広告ではなくて、みんなに関心を持

って報道してもらえるような体制をぜひ組んでいただきたいと思います。 

 それからもう１点は、審議会からのお答えという形になっております、この別添のパ

ブリックコメントに対する回答についてです、特に４ページ目のところでＫＤＤＩさん

とソフトバンクグループからのご意見に対して、右側の答えは、何も言っていないに等

しい。そのとおりですということを非常に長い文章で言っておられるように思うんです。

例えば、予見性・透明性を高めるように十分配慮することが必要だという意見をいただ

いたら、それが必要だと単に認めるだけではなくて、もう少し審議会としての方向性を、

今東海先生がお話しいただいたようなことを盛り込むべきというふうに思っております。

公衆電話のあり方についても、私は東海先生のご意見に非常に賛成ですけれども、そう

いう内容が何も盛り込まれないで、何か右に単になぞるように書いてあるというのは、

こういう形式のものとしていかがなものかというふうに思います。今後パブリックコメ

ントに対する回答の仕方もきちんとしていくべきではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございます。確かにそうですね。 

 公衆電話については、ユニバーサル制度そのものは来年４月を目途にと明確になって

いるんですけれども、公衆電話の場合はここのところで時期を見きわめながらという形

になっていますけれども、当面何か公衆電話について見直しをかけるとか、考え方を整

理するという場は、今計画はされていないのでしょうか。 

○二宮料金サービス課企画官  来年４月に審議会に諮問させていただく際には、今の現

状のユニバーサルサービス制度がＰＳＴＮからＩＰへの流れの中でどういう見直しをし

ていかなければならないのかといった形で、特に限定をかけることなく、ご検討をお願

いすることになると思いますので、その意味では当然公衆電話も排除されるものではご

ざいません。したがいまして、先ほど先生方からご指摘がございました公衆電話の実態

の分析等、こういったものは踏まえた上で、そのあり方について全体の中で検討してい

くということになるんだろうと思います。 

○酒井部会長代理  わかりました。そういう意味では、ユニバーサルサービス制度の見

直しの中に、主はＮＧＮとか、ＩＰ系のほうが多いでしょうけれども、あるいは携帯関
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係が入るかもしれませんが、公衆電話については賛否両論というか、使わない人は全然

使わないし、使う人は非常にそれを頼っている方もいらっしゃるので、割と難しい問題

だと思いますけれども、少なくとも考え方は議論はしなければいけないんだと思います。 

 ほか、よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 それでは、諮問第１１９４号につきましては、お手元の答申案どおり答申したいと思

いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、案のとおり答申することといたします。 

 

諮問事項 

 接続料規則等の一部改正について【諮問第１１９６号】 

 

○酒井部会長代理  続きまして、諮問事項に移ります。 

 諮問第１１９６号、「接続料規則等の一部改正について」、これにつきまして総務省の

ほうから説明をお願いいたします。 

○二宮料金サービス課企画官  それでは、お手元の資料８３－２に基づきましてご説明

申し上げます。 

 １ページおめくりをいただければと思います。接続料規則等の一部改正について、改

正の背景を記載させていただいております。まず現状でございますけれども、ＮＴＴ東

西が設置する第一種電気通信設備に係る接続料のうち、端末系交換機能等の電話網等に

係る各機能の接続料につきましては、平成１７年度から１９年度までの３年間を適用期

間といたしまして、現行の長期増分費用（ＬＲＩＣ）の方式で計算、算定をされている

ところでございます。 

 また、現行の接続料算定におきましては、平成１６年１０月１９日付の情報通信審議

会答申「平成１７年度以降の接続料算定の在り方について」に基づきまして、平成１７

年度からの５年間でＮＴＳコストを段階的に接続料原価から控除しているというところ

でございます。平成１６年答申におきましては、「新モデル適用期間後、新たに接続料

の算定方法が検討される場合には、必要に応じてＮＴＳコストの扱いについて改めて検

討することが適当」という考え方が示されておりました。 

 これらを受けまして、ＬＲＩＣ方式（第４次モデル）によりまして算定される平成２

０年度以降の接続料算定に関し、本年４月１９日「平成２０年度以降の接続料算定の在
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り方について」に関しまして本審議会に諮問をし、９月２０日にご答申を頂戴したとこ

ろでございます。 

 今回の接続料規則等の一部改正におきましては、この答申等を踏まえまして、平成２

０年度以降の接続料の算定方法等について、以下の事項を措置するための所要の規定整

備を行うこととするというものでございます。 

 以下５点ございます。大きなまとまりでいきますと２つでございまして、接続料規則、

別表の改正になりますが、①「接続料設定に用いる入力値の扱い」。ここで書いてござ

いますかぎ括弧は、上にございます答申の章立てに記載しているものでございます。し

たがいまして、これはこの答申関連のものでございます。ＬＲＩＣ方式による平成２０

年度の接続料算定に用いる各入力値の更新というものでございます。 

 それから、２点目以降が接続料規則の一部を改正する省令の一部改正、附則の改正で

ございますが、まず「ＮＴＳコストの扱い」。ＮＴＳコストのうち、き線点ＲＴ－ＧＣ

間の伝送路費用の接続料原価への段階的算入についてでございます。 

 ３点目、「接続料設定に用いる通信量の扱い」、前年度下期と当年度上期の通信量を通

年化するという従来の方法を継続的に採用するというものでございます。 

 ４点目、「接続料における東西格差」、これにつきましては、東西均一接続料を担保す

るための措置が講じられております。 

 それから５番目、これは上の答申とは直接関連いたしませんが、ＰＨＳ基地局回線機

能の接続料原価に対するＮＴＳコストの加算でございます。 

 以下２ページ目以降、資料に基づきましてご説明申し上げたいと思いますが、１番目、

接続料規則の一部改正ということで、入力値の更新でございます。これは本年９月２０

日の答申を踏まえまして、平成２０年度の接続料算定に用いる各入力値をＬＲＩＣ研究

会において了承された値に更新するための別表の整備ということでございます。具体的

な数値につきましては細かいことになりますし、また、分量も大部でございますので、

詳細は省略させていただきますけれども、数値の算定方法についてだけ簡単にご説明申

し上げたいと思いますので、まず６ページをごらんいただければと思います。 

 具体的に変更いたしますのは、別表第２の２でございます。設備のスペック、例えば

メタルケーブルの対数とか直径、これらにつきましては各事業者からの提案に基づきま

して修正をするものでございますけれども、ＬＲＩＣ研究会の開催に先立ちまして行わ

れた入力値の募集において特段のスペックの提案等がございませんでした。したがいま
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して変更してございません。 

 続きまして、９ページまでお飛びいただければと思います。真ん中あたりでございま

すが、公共的地下設備、具体的には自治体管路、電線、共同溝、情報ボックス、これら

につきましても各事業者からの提案値を合算して算定するものでございます。具体的な

ご提案がございましたので、各事業者の利用実績や将来の利用予測を踏まえまして、そ

れらを合算する形で算定をいたしております。 

 ちょっと飛んで恐縮でございますが、１９ページまでお飛びいただければと思います。

一番下のところから４項目目でございますが、監視設備、機械及び装置、次のページの

車両等の共通設備の投資額の比率につきましては、事業者の会計報告をもとに算定をし

たものでございます。 

 ２０ページでございますけれども、別表第４の３でございます。こちら、施設保全費

につきましては、事業者の実績に基づきまして、フォワードルッキング性を考慮して算

定をいたしております。加入交換機につきましては、今回より交換機設備の維持延命コ

ストを反映するということでご答申いただいておりますので、これを計算いたしますと、

効率化が進んでおりますので総額自体は減少しております。同様に２１ページでござい

ますけれども、真ん中あたりからメタルケーブル、さらにはその次のページ、光ケーブ

ルがございますけれども、同様に減少傾向にございます。 

 それから２５ページでございますけれども、ページの真ん中下あたりでございますが、

道路占用料につきまして事業者の会計報告をもとに算定をしているものでございます。 

 それから、その次のページ、２６ページでございます。経済的耐用年数ですが、これ

は第４次モデルの見直しにおきまして交換機ソフトウエアについて、この表でいきます

と下から２番目でございますが、交換機ソフトウエアにつきましては従来法定耐用年数

が適用されておりましたけれども、交換機自体に経済的耐用年数が適用されているとい

うことを踏まえまして、交換機ソフトウエアも経済的耐用年数を適用するということと

したものでございます。 

 それからその上でございますが、交換機、き線点遠隔収容装置、メタルケーブル、管

路、以上につきましては新規投資抑制を考慮した経済的耐用年数の補正方法を使った推

計を行っております。これらにつきましては、直近の投資実績や撤去実績をもとに算定

をしているところでございます。それから、光ケーブルにつきましては第４次モデルの

際算定いたしました経済的耐用年数を使っております。 
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 以上が接続料規則の一部を改正する省令のご説明でございます。 

 また、資料２ページにお戻りをいただければと思います。これからが接続料規則の一

部を改正する省令の一部改正でございます。１点目が、ＮＴＳコストのうちの、き線点

ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用の接続料原価への段階的算入でございます。附則の第８項及び

第９項の関連でございます。これにつきましては、ユニバーサルサービス制度の補てん

対象額の算定におきまして、利用者負担の抑制を図る観点から、平成１９年度からの当

分の間の措置といたしまして、回線当たり費用が「全国平均＋標準偏差の２倍」を超え

る額に補てん対象を変更するということに伴いまして、ＮＴＳコストのうち高コスト地

域の補てん対象額の大部分を占めるき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用相当額が実質的には

補てんされないということになります。この結果、ＮＴＴ東西のみが、き線点ＲＴ－Ｇ

Ｃ間伝送路費用を負担することとなりますので、答申を踏まえまして、ＮＴＴ東西の利

用部門を含む各接続事業者が公平に負担する観点から、当分の間、当該費用を従量制接

続料の原価の一部に算入するということとするものでございます。 

 具体的には、接続料原価に算入するき線点ＲＴ－ＧＣ間の伝送路費用につきまして、

実態に即した必要 小限のものに限定するということから、ＬＲＩＣモデルで算定され

た収容局別の当該伝送路費用のうち、実際のネットワークにおいてＲＴ設置局である局

舎の当該伝送路費用に限定するというふうにしているものでございます。また、激変緩

和措置といたしまして、これまで毎年度２０％ずつ段階的に接続料原価からＮＴＳコス

トを控除してきておりますので、これを踏まえまして、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用

の接続料原価への算入も、平成２０年度以降、毎年度２０％ずつ段階的に算入をすると

いうこととしているものでございます。その次のページ、３ページでございますが、な

お、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用以外のその他のＮＴＳコストにつきましては、従来

の扱いを変えてございません。 

 その下、黄色の四角括弧右が答申の抜粋部分でございます。その下でございます。

（２）前年度下期と当年度上期の通信量を通年化した通信量の継続採用ということで、

附則第１４項関係でございます。これは今申し上げたとおり継続的な採用ということで

措置をしているものでございます。 

 その次のページでございます。東西均一接続料に関するものでございます。答申を踏

まえまして、ＬＲＩＣ方式によって算定される接続料算定について、第４次モデルの適

用期間中はこれまでと同様、東西均一接続料が設定されることを確保するために、平成
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２０年度から２２年度までの間、ＮＴＴ東西の接続料原価及び通信量等を合算して接続

料を算定するということとしているものでございます。 

 （４）でございます。ＰＨＳ基地局回線機能の接続料原価に対するＮＴＳコストの加

算でございます。附則第１２項及び第１３項の関連でございます。これにつきましては

経緯がございまして、ＰＨＳ基地局回線機能の接続料につきましては、基本料同様、加

入者回線等に係る費用を原価として算定されておりますことから、本来ＮＴＳコストの

うちＰＨＳ基地局回線機能に係るものについては当該機能の接続料原価に加算されるべ

きものでございます。しかしながら、平成１６年の情報通信審議会の答申におきまして、

ＰＨＳ事業者の支払う基地局回線の接続料の費用構造に大きな影響を与えることになる

ため、ＰＨＳ事業者が加入者ポート等に相当する設備（ＯＣＵ）については、平成１６

年度から既に個別負担していることを考慮いたしまして、ＰＨＳ基地局回線に関しては

初めの数年間は追加的なＮＴＳコストが算入されないよう配慮がなされるべきというふ

うに整理をされているところでございます。 

 これを受けまして、平成１７年、１８年度につきましては、ＰＨＳ基地局回線機能の

接続料原価にＮＴＳコストを加算をしておりませんでしたが、平成１９年度からはＮＴ

Ｓコストを段階的に加算するということにしたものでございます。これはＰＨＳ基地局

回線機能の接続料原価には現行の接続料算定方式の導入時、平成１７年度から加入者ポ

ートに相当する設備（ＯＣＵ）の費用が加算をされていたと考えることができることを

踏まえてのものでございまして、以下の場合、１）、２）の場合における平成１７年度

以降の各年度のＮＴＳコスト相当額の負担の総額を比較いたしますと、両者はおおむね

等しくなることを理由とするものでございます。その下に表がございまして、緑の点線

が１）、赤の実線が２）の部分でございまして、激変緩和措置によりまして現状におい

ては赤の実線のような取り扱いをいたしてございます。これと、仮にそういう取り扱い

をしないで当初から５分の１ずつつけ加えた場合を想定したものが緑の点線でございま

して、これのそれぞれの負担の総額がほぼ等しくなるだろうという考え方のもとに激変

緩和措置を講じているものでございます。 

 エのところでございますが、ただし、平成１９年度における加算措置につきましては

接続料規則の規定によらない算定方法といたしまして、同規則第３条ただし書の特別許

可、総務大臣の許可を求める申請が行われておりますので、本年３月３０日の情報通信

審議会の答申を踏まえまして、許可を受けて行われたものでございます。 
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 これを今般接続料規則の中に取り込む理由でございますが、②でございます。ＰＨＳ

基地局回線機能の接続料原価へのＮＴＳコストの加算措置につきましては、平成２０年

度から接続料規則に所要の規定を整備することといたしますが、これは当該措置に係る

透明性の確保、個別の許可ではなくあらかじめわかる規則ということで、透明性の確保

を図るとともに、加入者交換機能・公衆電話機能の接続料原価へのＮＴＳコストの加算

措置がこの規則に規定されていることとの平仄をとるためのものでございます。 

 以上、接続料規則等の一部改正についてのご説明でございました。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご質問・ご意見等ございますでしょうか。 

 ユニバーサルサービス基金の計算法とある意味では関係しているところではございま

すけれども。何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、本件につきましては、「接続に関する事項」ですので、「接続委員会」にお

いて調査検討していただき、その結果を報告いただいた上で、また部会で審議及び答申

の議決をすると、そういった形になると思います。 

 

閉  会 

 

○酒井部会長代理  以上で、本日の審議は全部終了いたしました。何かほかにございま

すでしょうか。よろしいですか。 

 事務局のほう、何か。 

○事務局  ございません。 

○酒井部会長代理  それでは、これで本日の議論を終了いたします。次回は１２月１８

日に開催する予定ですので、よろしくお願いいたします。 

 どうもありがとうございました。 


